
負担割合：1割 令和8年6月1日改定
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101,550 104,243 107,049 109,742 112,395

瑞江特別養護老人ホーム　利用料金一覧
（1単位：10.90円）

基本単位
単位数

介護福祉施設サービス費（Ⅱ） 589 659 732 802 871

（単位：円）

食費

居住費

日用品費（Bパックの場合）

預かり金管理サービス

（1単位：10,90円）

加算項目 備考

日常生活継続支援加算（Ⅰ）
  ・介護福祉士を常勤換算方法で入所者の数が6
又はその端数を増すごとに1名以上配置　等

看護体制加算（Ⅰ）ロ ・常勤の看護師を1名以上配置

精神科医療養指導加算 ・精神科医の療養指導月二回以上

夜勤職員配置加算（Ⅰ）ロ ・夜勤を行なう介護職員の数が基準を満たしている

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）
・入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労
働省に提出し、必要に応じて計画を見直すなどサービス
の提供に当たって必要な情報を活用している

協力医療機関連携加算
・医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所
者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催し
ている

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)

・医療機関との間で感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し
ている・診療報酬における感染対策向上に関する加算の届出を
行った医療機関又は地域の医師会が行う院内感染対策に関する
研修又は訓練に1年に1回以上参加している

高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行っ
た医療機関から、3年に1回以上感染制御等に係る実地
指導を受けている

生産性向上推進体制加算（Ⅱ）
・見守り機器等のテクノロジーを導入し、生産性向上ガイ
ドラインに基づいた業務改善を継続的に行うとともに、効
果に関するデータ提出を行う

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ （所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定）

（単位：円）

一月あたりの利用料金（30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　裏面もご覧ください



負担割合：1割 令和8年6月1日改定

※その他加算：個別にかかる加算です。

単位数

12単位

20単位/月

72単位

144単位

680単位

1280単位

6単位/回

3単位/月

13単位/月

30単位

20単位

246単位

負担段階 食費 居住費

単身で 1,000万円以下

夫婦で 2,000万円以下

単身で 650万円以下

夫婦で 1,650万円以下

単身で 550万円以下

夫婦で 1,550万円以下

単身で 500万円以下

夫婦で 1,500万円以下

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

（1単位：10,90円）

加算項目 備考

個別機能訓練加算（Ⅰ） 常勤・専従の職員を配置し、利用者
ごとに計画を作成し機能訓練を行う

個別機能訓練加算（Ⅱ） 加算(Ⅰ)を算定しており、必要な情報を厚生労働省に提出し
機能訓練の実施に当たって必要な情報を活用している

看取り介護加算（Ⅰ） 死亡日45日前～31日前

（死亡前45日間を限度） 死亡日30日前～4日前

死亡日前々日、前日

死亡日

療養食加算 管理栄養士が食事提供を管理し適切な
栄養量、内容の食事を提供している

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 褥瘡発生を予防するため、定期的な評価を
実施 しその結果に基づき計画的に管理する

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあると
判定された入所者等について、褥瘡の発生がない

初期加算 入所した日から起算して30日以内の期間

安全対策体制加算 入所時に1回算定

外泊時費用 1月につき、外泊した日の翌日から6日を限度として算定

＊各加算の取扱いについては介護保険給付の取扱いに応じた料金が発生いたします

・介護保険施設に入所中の方で下記の第1～3段階の要件に該当する
方は、申請により食費・居住費の負担限度額が定められます。

（単位：円）

対象者(世帯全員が住民税非課税) 預貯金等の基準額

第一段階 老齢福祉年金受給者の方 300 0

第二段階
前年の合計所得と年金収入の合計が
80.9万円以下の方 390 430

第三段階①
前年の合計所得と年金収入の合計が
80.9万円超120万円以下の方 650 430

第三段階②
前年の合計所得と年金収入の合計が
120万円超の方 1,360 430

※負担限度額適用後の一月あたりの利用料金（30日） （単位：円）

第一段階 37,050 39,743 42,549 45,242 47,895

第二段階 52,650 55,343 58,149 60,842 63,495

第三段階① 60,450 63,143 65,949 68,642 71,295

第三段階② 81,750 84,443 87,249 89,942 92,595


